
太田市役所

重課税率となった場合は下記の金額となります。

自家用 営業用 自家用 営業用

税率 12,900円 8,200円 6,000円 4,500円 4,600円

※１　

※２　

動力源または内燃機関が電気・天然ガス・メタノール・混合メタ
ノール・ガソリン電気併用の軽自動車、または被けん引車の場
合、重課税率は適用されません。

初度検査年月日や内燃機関の燃料は、車検証に記載されて
います。

軽自動車
四輪乗用 四輪貨物

三輪車

平成２６年４月～平成２７年４月 令和１０年度から

平成２７年４月～平成２８年４月 令和１１年度から

平成２４年４月～平成２５年３月 令和８年度から

平成２５年４月～平成２６年３月 令和９年度から

平成２２年４月～平成２３年３月 令和６年度から

平成２３年４月～平成２４年３月 令和７年度から

平成２０年４月～平成２１年３月 令和４年度から

平成２１年４月～平成２２年３月 令和５年度から

平成１８年４月～平成１９年３月 令和２年度から

平成１９年４月～平成２０年３月 令和３年度から

平成１６年４月～平成１７年３月 平成３０年度から

平成１７年４月～平成１８年３月 平成３１（令和元）年度から

平成１６年３月３１日以前 平成２９年度から

〇新車として新規登録し、１３年経過した四輪等の軽自動車は平成２８年
度より概ね２０％の重課税が導入されています。

初度検査年月 重課税率適用年度

軽自動車税（種別割） 重課税率の適用年度早見表


